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團

結

権

の
保

障

と

不

當

労

働

行

爲

1

国

際

労

働

条

約

と

比

較

労

働

立

法

に

つ

い

て

ー

菊

池

勇

夫

團
結
権
の
保
障
と
し
て
の
不
當
労
働
行
爲
禁
止
の
問
題
は
、
今
日
で
は
國
内
立
法
だ
け

で
な
く
、
國
際
労
働
條
約

と
し
て
も
明
ら
か
に

規
定
さ
れ
て
い
る
。

國
際
労
働
機
關
憲
章
は
、

一
九

一
九

(大
正
八
)
年

の
ヴ

エ
ル
サ
イ
ユ
平
和
條
約
の
第
十
三
編
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
常
初
か
ら
、
そ
の

前
文
に
お
い
て
、

「
結
社
の
自
由
の
原
則
承
認
」
が
労
働
條
件
を
改
善
し
、
平
和
を
確
立
す
る
手
段
で
あ
る
と
宣
言
し
て

い
た
。
第

一
回

I
L
O
総
會
は

一
九

一
九

(大
正
八
)
年

一
〇
月
米
國

ワ
シ
ン
ト
ン
に
開
催
さ
れ
た
が
、
早
く
も
ζ
の
総
會
に
労
働
組
合
法
に
開
す

る
問

題

が
團
結
権
の
抑
堅
に
対
す
る

抗
議
と
し
て
提
起
さ
れ
、
そ
の
結
果
國
際
労
働
局
で
は
問
題
と
な
つ
た

一
、
二
の
國

の
労
働
組
合
σ
状
態

を
調
査
し
て
報
告
を
稜
表
し
た
。

一
九
二
三

(大
正

一
二
)
年

一
〇
月
の
第
二
十
回
労
働
局
理
事
會
に
於
で
は
、
I
L
O

加
盟
各
恥
に
お

け

る
團
結
の
自
由
に
關
す
る
資
料
を
蒐
集
す
る
こ
と
を
國
際
労
働
局
長
に
要
講
す
る
決
議
を
行

つ
た
。

つ
い
で

一
九

二
四

(大
正

一
三
)

年

の
第
六
回
総
會
に
お
い
て
は
、
日
本

の
労
働
者
代
表
鈴
木
文
治
氏
が
提
案
し
た
と
こ
ろ
の

「
團
結
の
自
由
に
關
す

る
調
査
を
纏
績
す
る

と
共
に
こ
の
原
則
を

十
分
に
尊
重

さ
せ
る
手
段
を

將
來
の
総
會
の
議
題
と
す

る
こ
と
を
労
働
局
理
事
會
に
指
示
す

る
決
議
」
を

採
澤
し

た
。
し

か
し
な
が
至

九
二
七

(昭
和
二
)
年
ジ
ュ
ネ

ー
ヴ
の
第
一
○
回
総
会

で
は
・
こ
の
問
題
を
議
題
と
す
る
た
め
の
質
問
條
項
を
討

議

し
た
結
果
つ
い
に
否
決
さ
れ
た
。



第
二
次
世
界
大
職
終
了

の
前
年

一
九
四
四

(昭
和

一
九
)
年
五
月
米
國
フ
イ
ラ
デ

ル
フ
イ
ア
に
第
二
六
回
I
L
O
総
會
が
開
催
さ
れ
、

國
際
労
働
機
關
憲
章
を
再
確
認
し
た
フ
イ
ラ
デ
ル
フ
イ
ア
宣
言
に
お
い
て
も
、

「
表
言
及
び
結
社
の
自
由
は
不
断
の
進
歩
の
爲
欠
く
こ
と

(
註
三
)

が

で
き
な
い
」

(
I
,
b
)
)
と
掲
げ
て
い
る
。

一
九
四
七

(昭
和
二
二
)
年
六
月
ス
ウ
イ

ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

に
召
集
さ
れ
た
第
三
〇
回
I
L
O
総
會
で
、
は
じ
め
て
結
社
権

(非
本
土

地
域
)
條
約

(
(
I
L
O
條
約
第
八
四
號
)
が
採
揮
さ
れ
た

(
一
九
四
七
年
七
月

=

日
)
。
こ
の
條
約
は
、

「
非

本
土
地
域
に
適
用
さ

れ

る
」

(第

一
條
)
も
の
で
あ
る
が
、

「
合
法
的
な
目
的
の
た
め
結
計
す

る
権
利
は
労
使
双
方
に
對
し
適
當
な
手
段

に
よ
つ
て
保
障
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」

(第
二
條
)
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た

「
関
係
労
働
者

の
代
表
た
る
労
働
組
合
に
対
し
、
使
用
者
叉
は

使
用
者
團
体
と
労
働

協
約
を
締
結
す

る
権
利
を
確
保
す

る
た
め
あ
ら
ゆ
る
實
行
可
能
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
(第
三
條
)
Q

労
働
孚
議
に
關
し
て
は
、
調
査
手
續

(第
五
條
)
、
斡
旋
に
よ
る
処
理

(第
六
條
)
、
孚
議
解
決
の
た
め
の
権
限
あ

る
機
關
の
設
置

(第

七
條
)
を
定
め
て
い
る
。

一
方
國
際
蓮
合
は
第
二
回
総
會
に
お
い
て
、
I
L
O

の
か
か
げ
る
諸
原
則
を
確
認

し
、
I
L
O
が
そ
の
目
的
達

成

の
た
め
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
績
け

る
こ
と
を
要
請
し
た
。

こ
の
よ
う
な
経
過
を
受
け
て
、

一
九
四
八

(昭
和
二
三
)
年
六
月
に
米
國
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
開
催
さ
れ
た
I
L
O

第
三

一
回
総
會

に
お

い
て
は
、

「
結
社
の
自
由
及
び
團
結
権
の
擁
護
に
關
す
る
條
約
」

(1
L
O
條
約
第
八
七
號
、

一
九
四
八
年
七
月
九
日
)
を
採
択
し

た
。

「
労
働
者
及
び
使
用
者
は

い
か
な
る
差
別
も
な
く
、
事
前
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
な
し
に
、
み
つ
か
ら
選
択

す

る
紅
織
を
確
立
し
、

か

つ
そ
の
組
織
の
諸
規
約
の
み
に
從
つ
て
こ
れ
に
加
入
す

る
権
利
を
有
す

る
」

(第
二
條
)
。
ま
た

「
労
働
者
及
び
使
用
者
の
團
体
は
連

合
体
も
し
く
は
同
盟
体
を
設
置
し
、
叉
は
こ
れ
に
加
入
す

る
権
利
を
有
し
、
か
つ
か
x
る
團
体
、
聯
合
体
、
叉
ぱ
同
盟
体
は
労
働
者
及
び

使
用
者
の
國
際
的
團
体
に
加
入
す
る
権
利
を
有
す
る
」

(第
充
條
)
、。
右
の

「
結
社
の
自
由
」

の
保
障
と
し
て
は
、

「労
働
者
及
び
使
用

者

の
團
体
は
、
そ
の
規
約
及
び
規
則
を
作
成

し
、
完
全
な
る
自
由

の
下
に
、
か
れ
ら
の
代
表
を
選
び
、
か
つ
そ
の
運
営
並
び
に
活
動
方
法



を
定
め
、
か
つ
そ
の
計
婁
を
立
案
す
る
権
利
を
有
す

る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
で

「
公
の
機
關
は
、
こ
の
槽
利
を
制
限
し
、
窒

た
は
こ
の
権
利
の
合
法
的
な
行
使
を
妨
げ
る
よ
う
な
如
何
な
る
干
渉
を
も
差
し
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
定
め
て
い
る
(第
三
條
)。

さ
ら
に

「
労
働
者
及
び
使
用
者
の
團
体
は
行
政
機
關
に
ょ
つ
て
解
体
さ
れ
又
は
そ
の
活
動
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
」

(第
四
條
)
。

一
九
四
九

(昭
和
二
四
)
年
六
月
に
ス
ウ

ィ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

で
開
催
さ
れ
た
I
r
O
第

三
二
回
総
會
で
は
、

「
團
結
権
及
び
團
体
交
、

渉

権
條
約
」

(
I
L
O
條
約
第
九
八
號
、

一
九
四
九
年
七
月

一
日
)
を
採
揮
し
た
。
こ
の
條
約
は
團
結
槽
の
保
障
を
、
労
使
関
係

の
實
際
ト

に

つ
き
使
用
者
の
不
當
労
働
行
爲
に
樹
し
て
規
定
し
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
次
の
三
ケ
條
が
こ
れ
で
あ
る
。

「
第

一
條

一
、
労
働
者
は
そ
の
雇
用
に
關
す
る
反
組
合
的
差
別
待
遇
行
爲
に
對
し
充
分
な
保
護
を
享
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

二
、
か
配
る
保
護
は
特
に
次
の
こ
と
を
目
的
と
す
る
行
爲
に
關
し
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。

④

労
働
者
が
組
合
に
加
入
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
又
は
労
働
組
合
の
組
合
員
資
格
を
拗
棄
す
べ
き
こ
と
を
條
件
と
し
て
労
働
者
を
雇
、

用
す
る
こ
と
。

口

組
合
員
た
る
の
故
を
以
て
、
又
は
労
働
時
間
外
に
若
し
く
は
使
用
者

の
同
意
を
得
て
労
働
時
間
内
に
組
合
活
動
に
参
加
す
る
の

故
を
以
て
労
働
者
を
解
雇

し
叉
は
そ
の
他

こ
れ
に
不
利
益

を
與
え
る
こ
と
。

第
二
條

一
、
労
働
者
及
び
使
用
者

の
團
体
は
、
そ
の
設
立
、
運
営

叉
は
管
理
に
お
い
て
相
互
に
よ
る
叉
は
相
互

の
代
理
人
若
し
く
は

・

組
合
員
に
よ
る
干
渉
行
爲
に
対
し
充
分
な
保
謹
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

二
、
特
に
使
用
者
若
し
ぐ
は
使
用
者
團
体

の
支
寵
下
に
あ
る
労
働
者
團
体
の
設
立
を
促
進
し
、
叉
は
か
か
る
労
働
者
團
体
を
使
用
者
若

し
ぐ
は
使
用
者
團
体

の
支
配
下
に
お
く
目
的
を
以
て
財
政
若
し
く
は
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
労
働

者
團
体
を
支
持
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
行
爲
は
、
こ
の
條
の
意
味
に
お
け
る
干
渉
行
爲
を
構
成
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
三
條

前
條
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
如
き
團
結
す

る
権
利
の
尊
重
を
確
保
す
る
た
め
必
要
あ
る
場
合
國
内
事
情

に
適
合
す

る
機
關
を



設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

團
結
権
の
保
障
と
し
て
不
當
労
働

行
爲
禁
止
の
條
項
に
闘
す
る
國
内
立
法
に
は
す

で
に
米
國

の

「
一
九
三
五
年
、

全
國
労
働
関
係

法
」

(
ワ
グ
ナ
ー

●
コ
ナ
リ
ー
法
)
が
あ
る
。

こ
の
法
律
は
そ
の
後
改
正
さ
れ
て
、

「
一
九
四
七
年
、
労
使
関
係

法
」

(タ
フ
ト
●
ハ
ー
ト
レ

ー
法
)
と
な
つ
て
い
る

)
日
本
で
ば
・
昭
和
二
〇

(
一
九
四
五
)
年
十
二
月
の

「
労
働
組
合
法
」
と
・
昭
和
二
四

(
充

四
九
)
年
五
月

の
改
正

「
労
働
組
合
法
」
に
お
い
て
不
當
労
働
行
爲
禁
止
も
規
定

し
た
。

(
註

一
)

故
鈴
木

文
治

は
、
當
時
、
日
本
労
働
総
同

盟
會
長

で
あ

つ
た
。
探
樫
さ
わ
た
決
議
文

は
家

の
如

く
で
あ

る
ー

T
he 

International

L
abor 

C
onference 

C
onsidering 

that 
respect 

for the principle 
of freedom

 
of 

association 
is essential 

to 
the 

proper 
w

orking 
of 

the 
O

rganization, 
w

hich should 
unite 

in 
a 

com
m

on 
effort 

the 
G

overnm
ents 

and  the. 

m
ost 

representative 
associations 

of em
ployers and w

orkers, 

  
T

hat 
the developm

ent 
of international 

social legislation, the 
object 

for 
w

hich 
the 

O
rganization 

exists
,. 

can 
not be fully realized unless 

this right 
is freely recognized 

and conceded,   
R

ecalls 
the 

fact 
that 

am
ongst the principles 

enum
erated 

in the L
abour 

Portion of the 
T

reaties of Peace 

the right 
of association 

of the w
orkers 

is expressly affirm
ed

,   
Instructs the G

overning B
ody of the International 

L
abor O

ffice to continue the docum
entary 

enquiry rega
-

rding liberty 
of association and to enlarge its scope so as to deal 

w
ith 

the actual 
application of the principle 

in different countries, 

  
A

nd requests the 
G

overning 
B

ody, w
hen 

this 
enquiry is com

pleted, to consider the advisability 
of placing 

the question 
on the agenda of 

a 
future 

Session of the 
C

onference, w
ith a 

view
 

to determ
ining 

m
easures 

to• 

ensure 
full respect for the principle of freedom

 of association
.



(
註

二
)

豫
じ
め
総
會

で
討
議
す

る
た
め
用
意

さ
れ

た
質
問
條
項
は
次

の
よ
う

な
も

の
で
あ
つ
た
。
1
一)
§
津

£
ロ
霧
試
o
ロ
コ
島
話

総
會

の
委
員
會

で
は
③
と
㈱
を
次

の
よ
う

に
修
正
さ
起

た

(

)

の
中

は
再
修
正
。

—
D

raft 
Q

uestionnaire

1. 
D

o you consider it desirable that the 
C

onference  shoull 
adopt a draft 

convention concerning 
freedom

 of 

 
association ? 

2. 
D

o you consider that 
this 

draft 
convention should 

m
ake 

it an obligation to secure the right 
of 

com
bina

 
tion and the right 

of com
bined action for trade purpose ? 

3. 
D

o you consider that 
the right of com

bination 
w

ould be adequately 
defined 

as 
follow

s : 
"T

he 
right 

of 

 
w

orkpeople and of em
ployers alike to com

bine for the collective deference of their 
interests 

qua w
orkpeople 

 
or em

ployers" ? 

4. 
D

o you consider that 
the right 

of com
bined action for trade purposes w

ould be adequately defined as follow
s: 

" the right 
of com

binations for trades purpposes to pursue their objects by all such m
eans as are not 

contrary 

 
to the law

s and regulations in force for the m
aintenance of public order" ? 

5. 
W

hat other clauses do you consider it desirable to provide for in the draft convention ?

Q
uestion 

3.—
  D

o you 
consider 

that 
the

right 
of com

bination 
w

ould 
be adequately 

defined 
as follow

s 
: 

"T
he 

right 
of 

w
orkpeople 

and 
em

ployers 
alike 

to 
com

bine
,  

in 
observing 

the 
legal 

form
alities, 

 
freely, 

in 
any 

organization 
they 

choose 

 
for 

the collective 
defence  and 

the 
prom

otion 
of 

their 
m

aterial 
and 

m
oral 

interests 
qua 

w
orkpeople 

or em
plo

 
yers provided 

that 
the 

right 
not 

to 
com

bine is 
safeguarded.''



そ
し
て
さ
ら

に
次

の
條
項
を
追
加

し
た
∩

し
か
し
右

の
案
は
、
六
六
票
封

二
八
票
で
、
次

の
総
會

の
議
題
と
し
な

い
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
。

(
註
三
)

昭
和

二
七
年

一
月
二

六
H
、
條
約
第

一
號
、

「
國
際
労
働
機
關

憲
章
」
附
厨
書
、

「
國
際
労
働
機
關
…の
目
的
に
關
す

る
宣
言
」

(
註

七

)

タ

フ

ト

・

ハ
ー

ト

レ
ー
法

は
、

一
九

五

一
年

に

一
部

改

正
「さ

れ
た

o

こ

の
點

κ

つ
い

て
参
照

、

三

島

宗

彦

「
タ

・

ハ
法

の
改

正

乏

シ

ヨ
ツ
プ

制

」

、

九

州
労

働

月

報

、

二
四
年

(
昭

和

二
入
年

二
月
)

、

一
六
-

一
亮

頁

。

Q
uestion  4. 

D
o you consider that the right of com

bined action for trade . union 
purposes 

w
ould be, adequ

ately defined as follow
s : 

T
he right 

of 
com

binations 
for 

trade 
union 

purposes to pursue their objects by all ruch m
eans as are not 

contrary to the interests of the com
m

unity 
(" W

hat 
do you understand by 

`not 
contrary 

to the interests of the 

com
m

unity'".) 
and to the m

aintenance of public order." 
(" law

s in force for the m
aintenance of public 

order".) 

 
W

hat do you understand by "not 
contrary to the interests of 

the com
m

unity" 
?  

W
hat 

do you understand 
by the expression "the 

m
aintenance of public order" 

?

 
D

o you 
consider 

it 
desirable 

to 
include 

in 
the 

draft 
convention, 

in 
principle, 

as an 
essential 

right 
of com

bina

tions 
for 

trade 
union 

purposes 
: the recognition 

of 
legal 

personality 
to 

the 
full 

extent 
necessary 

for 
the realisation 

of their 
objects, 

w
ith 

the rights 
and obligations 

flow
ing 

therefrom
,

R
ight 

of 
A

ssociation 
(N

onM
etropolitan 

T
erritories) 

C
onvention. 

(C
. 84-11 

july, 
1947) 

C
onvention 

concerning 
Freedom

 
of A

ssociation 
and 

Protection 
of the 

R
ight 

to 
O

rganize. 
(C

. 87-9 
july, 

1948) 

C
onvention 

concerning 
the 

A
pplication 

of the Principles 
of 

the R
ight 

to 
O

rganize 
and 

to 
B

argain 
C

ollectively. 

(C
. 

98-1 
july, 

1949)



(米
)

追
記

カ
ナ
ダ
の
「労
働
争
議
の
調
査
、
調
整
及
び
解
決
を
規
定
す
る
法
律
」

(
唱
九
四
八
年
六
月
三
〇
日
)
、
第
西
條
乃
至
第
六
條
は

『
不
當

労
働
行
爲
』
に
關
す
る
規
定
が
あ
る
。
内
容
は
ワ
グ
ナ
ー
法
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

(労
働
省
勢
政
局
、

「各
國
に
お
け
る
労
使
関
係
法
令
集
」

一二
六
-
七
頁
参
照
)

イ
ン
ド
の

「労
働
組
合
の
登
記
及
び
認
可
を
規
定
し
、
登
記
労
働
組
合
及
び
認
可
労
働
組
合
並
び
に
工
業
又
は
商
業
上
の
雇
用
に
お
け
る
不
當

行
爲
に
關
す
る
法
則
を
明
確
に
す
る
た
め
の
法
律
」

(
一
九
四
六
年
六
月
一
日
制
定
、
一
九
四
七
年
一
一
月
二
〇
目
改
正
)
第
三
章
B
の

『不
當

行
爲
』
は
、
認
可
労
働
組
合
と
使
用
者
の
双
方
に
規
定
し
て
い
る
。

(同
上
、
法
令
集
、
九
三
ー
四
頁
参
照
)

皿

「
一
人
の
労
働
者
が
他

の
労
働
者
等
と
團
結

し
、
叉
ば

一入

の
使
用
者
が
他

の
使
用
者
等
と
團
結
す

る
構
利
は
、
諸
國

の
法
律
上
種

々

異

な
つ
た
態
様
で
容
認
さ
れ
る
。

或

い
は
憲
法
に
よ
つ
て
、

叉
は
議
會
で
制
定
す
る
法
律
に
よ
つ
て
明
示
的
に
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ

り
、
或

い
は
慣
習
に
ょ
つ
て
黙
示
的
に
認
め
ら
れ
た
り
、
叉
は
こ
の
よ
う
な
権
利
が
職
業
的
諸
團
結
に
關
す

る
法
制
の
基
本
原
則
で
訪

る

こ
と
を
認
め
る
こ
と
を
暗
職
に
承
認
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
」

(國
際
労
働
局
編

「各
國
法
制
上
よ
り
見
た

る
労
働
團
結
の
自
由
」
、

日
本
語
課
本

〔
昭
和
二
年
〕

一
六
頁
。
)

一
般
的
に
集
會
結
社
の
自
由
を
認
め
た
人
権
宣
言
の
思
想
は
、
こ
れ
を
政
治
的
結
社
の
自
由
だ
け
に
と
ど
め
て
、
か
え
つ
て
職
業
的
團

結
を
禁
止
す

る
法
令
の
根
拠

と
さ
れ
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、

一
七
九

一
年
七
月
十
七
日
法
、

い
わ
ゆ
る
シ
ヤ
プ
リ

エ
法

(
l
a
 
l
o
i
 
L
e

C
h
a
p
l
i
e
r

)
に
よ
る
職
業
上
の
團
結
禁
出
が
、
王
政
復
古
の
没
落
し
た

一
八
三
〇
年
以
後
ま
て
も
つ
づ
き
、

一
八
四
八
年

の
二
月
革
命
の

時
期
に
及
ん
だ
。
英
國
で
は

一
七
九
九
年
及
び

一
八
〇
〇
年
の
C
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
 
A
c
t

に
よ
つ
て
職
業
的
團
結

は
C
o
n
s
p
i
r
a
c
y
 
i
n

r
e
s
t
r
a
i
n
t
 
o
f
 
t
r
a
d
e

と
さ
れ
た
が
、

一
八
二
四
年
及
び

一
八
二
五
年
法
に
よ
つ
て
團
結
禁
止
法
が
廢
止
さ
れ
、
'
さ
ら
に

一
八
七

一
年

法
、

一
九
〇
六
年
法
に
よ
つ
て
労
働
組
合
立
法
が
確
立
し
た
。
か
く
し
て
欧
洲
大
陸
の
大
多
數

の
國
で
は
十
九
世
紀
の
後
半
以
後
に
團
結



権

の
原
則
が
容
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

米
國
に
お
い
て
は
、
政
治
上
の
結
就

の
自
由
は
建
國
當
初
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
職
業
上
の
團
結
は
英
國
法
と
同
様
に
違
法
と
し

て
禁
止
さ
れ
た
。

一
八
〇
六
年
に
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
裁
判
所
で
職
業
的
團
結
が
C
r
i
m
i
n
a
l
 
c
o
n
s
p
i
r
a
c
y

を
構
成
す

る
も
の
と
し

て
違
法
で
あ
る
と
し
た
最
初
の
判
決
が
行
な
わ
れ
た
。

(
P
h
i
l
a
d
e
l
p
h
i
a
 
C
o
r
d
w
a
i
n
e
r
s
'
 
C
a
s
e

)
。
そ
の
後
職
業
的
團
結
を
共
謀
罪
と

す

る
判
例
に
ぱ
、

こ
れ
を
緩
和
す

る
傾
向
が
現
わ
れ
、

一
八
四
二
年
の
ハ
ン
ト
事
件
に
対
す

る
マ
サ
チ
ユ
セ
ツ
州
最
高
裁
判
所
の
シ
ヨ
ウ

判
事

の
判
決
が
團
結
構
容
認
え

の
途
を
開

い
た
。
し
か
し
合
衆
國
立
法
と
し
て
は
、

一
八
九
〇
年
の
シ
ヤ
ー
マ
ン
法
以
後
の
沿
革
が
あ
る

に

し
て
も
、

一
九

一
四
年

の
ク

レ
ー
ト
ン
法
に
よ
つ
て
獄
じ
め
て
團
結
権
が
宣
言
さ
れ
た
。
そ
し
て
労
働
組
合
の
團
体
行
動
に
關
す
る
諸

権
利
の
具
体
的
保
障
は
・

一
九
三
五
年

の
ワ
グ
ナ
ー
法
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
)

日
本
で
は
明
治
二
二

(
一
八
八
九
)
年
の
日
本
帝
國
憲
法
第
二
十
九
條
に

一
般
的
結
社
の
自
由
を
保
障
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
つ
て
當
然

に
職
業
的
團
結
権
や
同
盟
能
業
の
自
由
を
保
障
し
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
法
律
に
よ
る
制
限
が
、
明
治
三
三

(
一
九
〇
〇
)
年
の
治
安

警
察
法
第
十
七
條
及
び
第
三
十
條
(
罰
則
)
と
し
て
規
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
も
こ
れ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
ど

こ
ろ
が
・
國
際
労
働

局
が
團
結
権
に
關
し
て
各
國
か
ら
資
料
を
求
め
て
作
成
し
た
報
告
書

(前
掲
書
)
に
は
、

「
憲
法
が
結
社
権
と
集
會
権
と
を
保
障
し
て

い

る
か
ら
、
そ
の
當
然

の
結
果
と
し
て
職
業
的
團
結
権
を
も
容
語
し
て

い
る
」
と
す

る
諸
國
の
中
に
、
日
本
を
も
挙
げ

て
い
る
。
そ
れ
は
、

日
本
政
府
か
ら
の
報
告
が
、憲
法
上

の
保
障
規
定
と
し
て
、
一
八
八
八
年
日
本
帝
國
憲
法
第
二
十
九
條
を
示
し
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
こ

の
よ
う
な
解
釋
は
、
大
正
年
代

(
一
九
一
二

年
,

一
九
二
六
年
)
に
労
働
組
合
運
動
が
放
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
大
正

一
五

二

九
二
六
)
年
に

「治
安
警
察
法
第
十
七
條
及
び
第
三
十
條

(罰
則
)
を
廃
止
す

る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
當
時
の
歴
史
的

背
景
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
認
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

國
際
労
働
局
の
前
掲
報
告
書
に
は
、

「
多
く
の
國
々
に
お

い
て
は
、
労
働

者
叉
は
使
用
者
の
職
業
的
團
結
権
は
、

一
般
的
の
結
社
権
中



に
必
然
的
に
包
含
さ
れ
す
に
、

一
般
的
の
結
社
権
、
集
會
権
か
ら
独
立

し
㊧

一
の
基
本
権
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
こ
の
思

想
は
最
近
の
憲
法
に
現
わ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
、
ド
イ
ツ
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
以
後

の
諸
國
の
憲
法
を
挙
げ

て

い
る

(同
書

一
八
!
九

頁

)
。
昭
和
二

一

(
一
九
四
六
)
年
十

一
月
三
日
制
定
の
日
本
國
憲
法
が
、

一
般
的
結
社
権
に
關
す

る
第
二
十

一
條

の
外
に
、
労
働
者
の

團
結
権
に
關
す
る
第
二
十
八
條
を
掲
げ
た
の
は
、

ま
さ
に
こ
れ
に
該
當
す

る
わ
け
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
日
本
に
お
け
る
團
結
権
の
保
障

ば
、
昭
和
二

一

(
一
九
四
六
)
年
の
日
本
國
憲
法
制
定
後
に
労
働
基
本
権
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
、
立
法
政
策

の
明
ら
か
な
指
導
的
目
標
と

な
つ
た
。コ
し
か
し
勞
働
組
合
法

が
は
じ
め
て
制
定
さ
れ
た
昭
和
二
〇

(
一
九
四
五
)
年
十
二
月
當
時
は
・
ま
だ
團
結

の
自
由
が
憲
法
的
に

明

文
に
な
つ
て
い
な
か
つ
た
。
す
な
わ
ち
昭
和
二
〇

二

九
四
五
)
年
八
月
十
五
日
の
休
戦
宣
言
後
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
て
革
命

的
変
化
が
行
な
わ
れ
、
労
働
組
合
運
動
も
再
建
し
た
け
れ
ど
も
團
結
権
は

い
わ
ば
不
文
憲
法
的
に
保
障
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の

(註
五
)

で
あ

る
。

(
註

一
)

米
國

に
關

し
て
は
、
参
照
、
田
中
和
夫

「
米
國
労

働
法
」
。
な
お
、
野
村

平
爾

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
團
結
権

の
歴
史
」
、

(未

弘
博
士
還
暦

記
念
論
文
集

「
團
結
権

の
研
究
」
所
牧
)
参
照
。

(註

二
)

明
治

二
二

(
一
入
八
九
)
年
、
日
本
留
國
憲
法
第
二
十
九
條

「
月
本
臣
民

は
法
律

の
範
囲
内

に
於

て
言
論
著
作
印
行
集
會
及
結
薩

の
自
由
を
有

す
」

(
註

三
)

治
安
警
察
法
と
、
特

に
第
十
七
條
屡
止
法
案
に

つ
い
て
、
英
文

で
記
さ
れ
た
文
献

と
し
て
は
、
鮎
澤
巖
氏

の
著
書
が
あ
る
。
ー
I
w
a
o
 
F
.

A
y
u
s
a
w
a
,
 
I
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
L
a
b
o
r
 
i
n
 
J
a
p
a
n
,
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
L
a
b
o
r
 
O
f
f
i
c
e
,
 
G
e
n
e
v
a
,
 
1
9
2
6
.
 
p
p
.
 
8
5
 
a
n
d
 
1
0
5

(
註

四
)

昭
和

二
一

(
一
九
四
六
)
年
制
定

の
日
本
國
憲

法
第

二
十

八
條

は
、

「
勤
労
者

の
団
結
す
る
構

利
及

び
団
体
交
渉
そ
の
他

の
団
体
行
動
を
す

る

權
利

は
、

こ
れ
を
保
隠
す
る
」

と
規
定

し
て
い
る
。

こ
れ

に
よ
れ
ば

、
団
結
す

る
権
利

(
r
i
g
h
t
 
t
o
 
o
r
g
a
n
i
z
e

)

は
明
ら

か
に
団
体
交
渉
及
び
そ

の
他

の
団
体
行
動

を
す

る
構
利

(
r
i
g
h
t
 
t
o
 
b
a
r
g
a
i
n
 
a
n
d
 
a
c
t
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
l
y

)
と
、

用
語
上
区
別

さ
れ

て
い
る
。

し
か
し
こ
の
場
合

で
も
、

こ
れ
ら
の
用
語

上
の
区
別
よ
り
も
、
む
し
ろ
勤
労
者

の
団
体
的
権
利
を
包
括
的

に
保
障
す

る
と
こ
ろ
に
、
憲

法
上

の
労
働
基
本
權

と
し
て
団
結
権



を
掲
げ

た
主
旨
が
あ
る
o

(註
五
)

一
九
四
葦

十
万

二
十
腎

、
労
務
法
制
嚢

委
員
會
か
ら
答
申
し
た
労
働
組
合
法
草
番

附
帯
決
議
に
笙

項
と
し
て
次
の
如
も
掲
げ
ら

れ
た
。

「憲
法
中
に
労
働
の
権
利
義
務
に
關
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
」

亜

憲
法
に
よ
つ
て
團
結
権
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
構
利
の
保
障
を
法
律
で
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
團
結
権
の
保
障
は
何

よ
り
も
國
家
の
権
力
、
殊
に
立
法
府
及
び
行
政
官
庁

の
権
力

の
濫
用
に
對
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
労
働
者
の
團
結
權
は
他

の

一
般
の
結
社
権
と
異
な
り
、
使
用
者

の
侵
害
行
爲
に
対
し
て

も
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
國
の
労
働
組
合
立
法
が
、
使
用
者

の
労
働
者
に
対
す
る

「不
利
益

取
扱
の
禁
止
」
や

「
不
當
労
働
行
爲

の
禁
止
」
を
規
定
す

る
ゆ
え
ん
で
あ

る
。
國
際
労
働
局
の
調
査
報
告

書
は
労
働
者
の
團
結
権
を
擁
護
す

べ
き
侵
害
行
爲
と
し
て
次
の
二
つ
の
種
類
を
挙
げ

て

い
る
。

「第

一
は
、
あ

る
労
働
者
が
労
働
組
合
、

同
盟
罷
業
、
黒
表
作
成
そ
の
他
同
様
の
手
段
の
参
加
者
で
あ
る
と
の
理
由
に
基

い
て
、
そ
の
労
働
者
を
雇
入
れ
る
こ
と
を
拒
絶
し
、
叉
は

解
雇
す

る
よ
う
な
使
用
者
側
の

一
方
的
行
爲
で
あ
る
。
第
二
は
、
労
働

者
が
労
働
組
合
に
参
加
し
な
い
こ
と
、
又
は
労
働
組
合
か
ら
脱
退

す

る
こ
と
を
雇
傭
契
約
の

一
條
項
と
し
て
挿
入
す
る
よ
う
な
、
使
用
者
と
労
働
者
と
の
双
方
的
行
爲

で
あ

る
。
」

(前
掲
書
、
日
本
課
、

二
八
頁
)

日
本
に
お

い
て
ば
、
大
正
九

(
一
九
二
〇
)
年
頃
か
ら
労
働
組
合
法
の
草
案
が
、
政
府
當
局
、
各
政
党

な
ど
に
よ

つ
て
た
び
た
び
立
案

さ
れ
、
昭
和
五

(
一
九
三
〇
)
年
ま
で
に
は
二
十
以
上
に
及
ん
で
い
る
。
特
に
大
正
十
五

(
一
九
二
六
)
年
め
政
府
案
及
び
昭
和
五

二

九
三
〇
)
年
の
政
府
案
は
、
帝
國
議
會
に
上
提
さ
れ
る
こ
と
が
豫
想
さ
れ
た
も
の
で
あ

つ
た
。
そ
れ
ら
の
草
案
に
は
、
大
正
九

(
一
九
二

℃
)
年
の
内
務
省
草
案
以
來
、

「雇
用
者
叉
ば
其
の
使
用
人
は
労
働
者
が
労
働
組
合
の
組
合
員
た
る
の
故
を
以
て
之

を
解
雇
し
、
又
は
組



一

・

ハ註

一
)

b

、

、

、

、

、

、

、

、

合

に
卸
入
せ
す
若
く
は
組
合
よ
り
脆
退
す

る
と
と
を
雇
傭
條
件
と
す

る
こ
乏
を
得
す
ト
ゐ

い
う
不
利
益

取
扱
禁
止
規
定
を
掲
げ
、
そ
の
違

反
者

に
鍬
す
る
刑
罰
規
定
を
持
つ
て
い
た
。
こ
れ
は
米
國
の
南
九
三
五
年
ウ
グ
ナ
レ
法
に
先
立
り
十
余
年
前
に
當
る

こ
と
で
あ
る
。

昭

和
二
十

(
一
九
四
五
)
年
の
労
働
組
合
法
ぱ
、
第

一
條
第

一
項
に
、

「本
法
は
團
結
権
の
保
障
及
團
体
交
渉
権

の
保
護
助
成
に
依
り

労
働
者
の
地
位
の
向
上
を
圖
り
経
済

の
興
隆
に
寄
與
す
惹
こ
と
を
以
て
且
的
と
す
」
と
掲
げ
た
。
こ
め
法
律
の
草
案

を
作
成
し
た
労
務
法

制

審
議
委
員
會
に
お

い
て
、
指
導
的
役
割
を
持

つ
た
未
弘
博
士
が
、
こ

の
目
的
條
項
に
本
法
の
根
本
精
神
が
あ
る
も

の
と
し
、
こ
の
法
律

が
施
行
さ
れ
て
間
も
な
く
書

い
た
解
説
書
の
中
で
、
「
之
は
決
し
て
軍
に
本
法
の
制
定
理
由
を
説
明
し
た
装
飾
的
の
規
定
で
は
な
く
し
て
.

今
後
本
法
を
運
用
す
る
に
つ
い
て
の
指
導
原
理
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て

い
る

(未
弘

「
労
働
組
合
法
解
説
」
五
頁
)
。

そ
し
て
團
結
権
の
保
障
と

い
う
言
葉
は
、

「消
極
積
極
爾
方
面
の
意
味
を
も

つ
。
消
極
的
に
は
、
労
働
者

の
團
結
に
対
し

て
法
律
上
若
く

は
事
實
上
障
凝
を
與
え
て
ゐ
る

一
切
の
も
の
を
除
去
す
る
こ
と
を
言
ぴ
、
積
極
的
に
は
労
働
者
の
團
結
を

一
暦
容
易

な
ら
し
む
べ
き
積
極

的
方
策
を
講
す

べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
。
」

(同
上
書
、
七
頁
)
。
そ
こ
に
法
律
上
の
障
凝
除
去
と
し
て
は
、
弾
壓

法
令

の
廃
止
と
、
從

來
裁

刺
所
や
警
察
官
憲
に
よ
つ
て
労
働
組
合

の
弾
壓
に
濫
用
さ
れ
た
刑
罰
法
令
の
適
用
排
除

(第

一
條
、
第
二
項
)

が
挙
げ

ら
れ
、
次
に

「
使
用
者
側
よ
り
す
る
團
結
妨
害
を
排
除
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
対
抗

手
段
の
制
限
と
し
て
、

「組
合
加
入
を
理
由
と
し
て

解
雇
そ
の
他
不
利
益

を
與

へ
る
こ
と
の
禁
止

〔第

一
一
條
〕
、
争
議
を
理
由
と
し
て
組
合
叉
は
組
合
員
に
損
害
賠
償

を
請
求
す
る
こ
と
の

制
限

〔第

一
二
條
〕

の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
」

(同
上
書
、
九
頁
)
。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
奮
労
組
法
の
立
案
に
當
つ
て
、
團
結
権
の
保
障

の
た
め
第
十

一
條
が
規
定

さ
れ
た
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
米
國
の
ワ
グ
ナ
ー
法
の
u
n
f
a
i
r
 
l
a
b
o
r
 
p
r
a
c
t
i
c
e

の
規
定
が
参
考
さ
れ
た
に
し
て
も
、
米
國
法
に
お

け
る
制
度
の
影
響
を
受
け
て
い
な
か
つ
た
點
で
あ
る
。

「第
十

一
條

使
用
者
は
榮
働
者
が
労
働
組
合
の
組
合
員
た
る
の
故
を
以
て
之
を
解
雇
し
共

の
他
之
に
対
し

不
利
益

な
る
取
披
を
爲
す



こ
と
を
得
す

使
用
者
は
労
働
者
が
組
合
に
加
入
せ
ざ
る
こ
と
又
は
組
合
よ
り
脆
退
す
る
こ
と
を
雇
傭
脩
件
と
爲
す
ご
き

を
得
す
」

右

の
規
定
は
明
ら
か
に
先
に
墨
げ
た

一
九
二
〇
年
代

の
各
種
の
労
働
組
合
法
草
案
が
掲
げ
た
規
定
を
受
継
い

だ
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
、
労

務
法
制
審
議
委
員
會

に
お

い
て
異
論
な
く
承
認
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

労
働
委
員
會
制
度
に
つ
い
て
も
、
米
國
の
労
働
関
係

局
制
度
と
異
な
つ
て
、
既
に
大
正
十
五
年

の
榮
働
争
議
調
停
法

(昭
和
二
十

一
年
、

労
働
関
係

調
整
法
に
よ
つ
て
廃
止
)
に
規
定

さ
れ
た
三
者
構
成

の
調
停
委
員
會
的
型
を
と
り
、
廣
汎
な
機
能
が
労
働
委
員
會

に
與
え
ら
れ

た

(奮
労
組
法
第
二
七
鶴
)

實
際
に
も
労
働
委
員
倉
は
労
働
争
議
処
理

の
調
整
的
機
能
を
中
心
と
し
て
運
営

さ
れ

た
の
で
あ
る
。
り
ま

り
、
奮
勞
組
法
第
十

一
條
は
、
現
實
に
お
い
て
経
済
的
社
會
的
に
弱

い
労
働
者
の
團
結
に
は
、
優
勢
な
雇
主
の
色
々
な
墜
迫
に
よ
つ
て
不

安

定
に
な
る
處
が
多
分
に
あ
る
か
ら
、
も

つ
ば
ら
こ
の
危
険
を
避
け
る
た
め
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
不
利
益

取
扱

の
禁
止
に
違

反

し
た
使
用
者

に
対
し
て
は

、
薄
労
組
法
第
三
十
三
條

に
よ
り
、
こ
れ
を
管
轄
し
て
い
る
地
方
労
働
委
員
會

の
決
議

に
よ
る
請
求
を
待

つ

て
、
検
事
が
取
調
べ
る

(奮
労
組
法
施
行
令
、
第
四
六
條
)
。
検
事
が
起
訴
す
れ
ば
裁
判
し
た
上
で
、

「
六
月
以
下

の
禁
錮
又
は
五
百
圓

以
下
の
罰
金
に
庭
す
る
」
と

い
う
刑
事
的
制
裁
が
規
定
さ
れ
て

い
た
。

昭
和
二
十

一
年

(
一
九
四
六
年
)
八
月
の
新
憲
法
制
定
の
議
會
で
、
労
働
関
係
調
整
法
が
通
過
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
労
働
委
員
會
の
調

整

的
機
能
を
行
う
手
段
、
す
な
わ
ち
斡
旋
、
調
停
、
仲
裁
の
手
續
規
定
が
整
備
さ
れ
た
。
そ
れ
と
共
に
、
同
法
第
四
十
條
に
、
不
利
益

取

扱

の
禁
止
に
關
す
る
規
定
が
置
か
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

「
使
用
者
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
労
働
争
議
の
調
整
を
な
す
場
合
に
お
い
て
、
労

働
者
が
な
し
た
獲
言
又
は
労
働
者
沸
箏
・議
行
爲
を
な
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
労
働
者
を
解
雇
し
、
そ
の
他

こ
れ
に
樹
し
不
利
益

な
取
扱
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
但
し
、
労
働
委
員
會
の
同
意
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
右

の
違
反
に
対
し
て

は
奮

労
組
法
と
同
様
の
刑
事
的
制
裁
規
定
が
あ
り
労
調
法
(第
四
十

一
條
)、
労
働
委
員
會
の
庭
罰
請
求
を
待
つ
て
論
ぜ
ら
れ
る
手
續

も
同
様
で



あつた

(同
法
第
四
二
條
)
。
な
お
ま
た
、
労
調
法
の
附
則
と
し
て
、
蓉
労
組
法
第
十

一
條
第

一
項
が
、
當
初
の
規
定

よ
り
も
解
釋
上
の

疑
義
を
存
し
な

い
よ
う
に
、
つ
ま
り
組
合
結
成

の
自
由

の
保
障
に
対
す
る

抜
道
の
な

い
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
詳
し
い
規
定
に
改
正

さ
れ
た
。

「
使
用
者
は
労
働
者
が
労
働
組
合
の
組
合
員
な
る
こ
と
、
労
働
組
合
を
結
成
せ
ん
と
し
若
く
は
之

に
加
入
せ
ん
と
す

る
こ
と
叉

は
労
働
組
合
の
正
當
な
る
行
爲
を
爲
し
た
る
こ
と
の
故
を
以
て
其
の
労
働
者
を
解
雇
し
其
の
他
之
に
劃
し
不
利
益

な

る
取
扱
を
爲
す

こ
と

を
得
す
。
」

と
こ
ろ
で
、
奮
労
組
法
の
實
施
後
、

一
般
の
法
制
に
つ
い
て
米
國
法
の
立
法
的
あ
る
い
は
解
釈
的
影
響
が
明
ら
か
と
な
つ
た
よ
う
に
、

不
利
益

取
扱
禁
止
規
定
も
米
國
法
の
不
當
労
働
行
爲
規
定
と
同
様
に
解
釈

さ
れ
、
労
働
委
員
會
の
機
能
や
蓮
營
も
米
國
法
の
そ
れ
と
對
照

し
て
批
判
さ
れ
る
傾
向
を
強
く
し
て
き
た
。
そ
し
て
労
組
法
改
正
問
題
も
主
と
し
て
右
の
よ
う
な
見
地
か
ら
取
上
げ
ら
れ
た
。
し
か
も
そ

の
間
に
、
米
國
法
に
お
い
て
は
、
ワ
グ
ナ
ー
法
に
對
す
る
修
正
と
し
て

一
九
四
七
年

タ
フ
ト
.
ハ
ー
ト
レ
ー
法
の
制
定
を
見
た
の
で
あ
る
。

昭
和
二
四

(
一
九
四
九
)
年
改
正
労
組
法
に
お
い
て
は
、
憲
法
上
の
一
般
的
保
障
を
具
体
化
す
る
も
の
と
し
て
、
立
法
目
的
を
舊
法

よ

り
も
具
体
的
に
し
、
第

一
條
第

一
項
を
特
に
公
正
な
労
使
関
係

の
保
障
に
焦
點
を
置

い
て
次
の
よ
う
な
規
定
と
し
た
。

「
こ
の
法
律
は
、
榮
働
者
が
使
用
者
と
の
交
渉
に
お
い
て
對
等

の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
の
地
位
を
向
上

さ
せ
る
こ
と
、
労
働
者
が
そ
の
労
働
條
件
に
つ
い
て
交
渉
す
る
た
め
に
自
ら
代
表
者
を
選
出
す
る
こ
と
そ
の
他

の
團
体
行
動
を
行
う
た
め

に
自
主
的
に
労
働
組
合
を
組
織
し
、
圃
結
す
る
こ
と
を
擁
護
す
る
こ
と
、
並
び
に
使
用
者
と
労
働
者
と
の
関
係
を
規
制
す
る
労
働
協
約
を

締
結
す
る
た
め
の
園
体
交
渉
を
す
る
こ
と
及
び
そ
の
手
續
を
助
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
」

こ
の
規
定
を
見
れ
ば
、
蒼
労
組
法

の
規
定
の
中
の

「労
働
者
の
地
位
の
向
上
」
と

い
う
言
葉
が
用

い
ら
れ
て

い
る
ほ
か
ぱ
、
ほ
と
ん
ど

米

國
の
ワ
グ
ナ
ー
法
の
立
法
目
的
及
び
政
策

の
規
定
に
對
應
す
る
用
語
と
な

つ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
も
と

よ
り
米
國
法
に
お

い



て
は
、
米
國
聯
邦
憲
法
の
特
殊
な
條
項
に
基
づ
く
、
州
際
間
叉
は
國
際
間

の

「商
業

の
完
全
な
る
流
通
」
の
保
障
と

い
う
こ
と
に
結
び
つ

け

た
規
定
と
な
つ
て
い
る
鮎
が
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
螢
使
間

の
取
引
力
の
均
衡
を
は
か
る
に
は
、
自
主
的
労
働
組
合
に
よ
る
自

由
な
團
体
交
渉
の
必
要
な

こ
と
、

こ
れ
な
く
し
て
は

一
般
的
輻
祉
や
商
業

の
自
由
な
流
通
を
阻
害
す
る
紛
争

の
事
態
を
生
す

る
こ
と
、
し

た

が
つ
て
合
衆
國
の
政
策
と
し
て
労
働
者
に
團
結
の
自
由
と
、
團
体
交
渉
の
た
め
の
代
表
選
定
を
保
護
す
る
こ
と
を
詳
し
く
述
べ
た
も
の

で
あ
る
。
な
お
タ
フ
ト

。
ハ
ー
ト

レ
ー
法
の
修
正
に
お
い
て
は
、

「
さ
ら
に
又
、
労
働

團
体
の
或
る
も
の
に
は
、
そ
の
.役
員
及
び
組
合
員

に
よ
る
慣
行
の
中
に
、
意
圖
的
に
も
又
必
然
的
結
果
と
し
て
も
同
盟
罷
業
そ
の
他
の
産
業
不
安
、
あ
る
い
は
商
業
の
流
通
に
お
け
る
公
衆

の
利
益
を
害
す
る
よ
う
な
團
体
行
動
に
ょ
つ
て
、
商
業
上
の
物
質
の
自
由
な
流
通
を
阻
止
し
、
ひ
い
て
は
商
業
を
壓
迫
も
し
く
は
妨
害
す

る
も
の
が
あ
る
こ
と
も
、
経
験
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と

い
う

一
句
が
政
策
規
定
に
明
記
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ

い
て
不
當
労
働
行
爲
を

労
働
側
に
も
認
め
る
こ
と
に
な

つ
た
。
し
か
し
こ
の
點

は
わ
が
改
正
労
組
法
の
規
定
に
は
取
上
げ
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

一
九
五

一
年
九
月
に
、
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
會
議
で
日
本
代
表
が
平
和
條
約
に
調
印
し
、、
一
九
五
二
年
四
月

に
は
右
條
約
が
發
動

し
て
日
本
が
蓮
合
國

の
支
配
か
ら
独
立

し
た
。

こ
の
時
期
に
占
領
下
の
労
働
立
法
に
部
分
的
改
正
が
加
え
ら
れ
た
が
、

労
働
組
合
法
に
お

い
て
も
第
七
條

の
不
當
労
働
行
爲
に
第
四
號
が
追
加
さ
れ
た
。
そ
れ
は
労
働
関
係

調
整
法
第
四
十
條

の
不
利
益

取
扱
禁
止
を
廃
止

し
て
不

當
労
働

行
爲
の
中
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

米
國
法
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
u
n
f
a
i
r
 
p
r
a
c
t
i
c
e

は
根
本
的
に
は

二
榎
の
u
n
f
a
i
r
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n

と
し
て
排
除
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
つ
て
、
か
な
ら
ナ

し
も
使
用
者
の
側
だ
け
に
つ
い
て
労
働
者
に
劉
す

る
不
利
益

取
扱
を
禁
止
す
る
こ
と
に
は
限
ら
な

い
わ
け

で
、
労
働
者
の
側
に
つ
い
て
も
不
公
正
行
爲
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
'

し
か
し
團
結
権

の
保
障
に
開
し
て
不
當
労
働
行
爲
を
考
え
る
場
合
に
は
、
憲
法
上
國
民
の
基
本
的
権
利
と
し
て
國
家
か
ら
保
障
さ
れ
て



い
る
も

の

(
日

本

國

憲

法

第

二

八

條

)

を

、

國

民
相

互
間

に

お

い
て

も
不

當

に
侵

害

し

て

は
な

ら

な

い
と

い
う

意

味

て
、

具

体

的

に
は

使
.

用

者

の
対
抗

手

段

の
制

限

と

し

て

、

不

當

干
渉

排

除

あ

る

い
は
不
利
益

取
扱

の
禁

止

と

い
う

こ

と

に
な

る
。

と
れ

に
劃

し

て
労

働

者

の
側
、

に
も

不

當

労

働
行

爲

を
認

め

る

こ

と

は

、

む

し

ろ
労

働
者

の
團

結

権

行

使

の
制

限

と

な

る
か

ら

、
團

結

権

の
保
障

に

つ

い
て

は

そ

の
限

界

を

示

す

も

の

と
な

る
。

(
註

一
)

一
九

二
五
1
六
年
、
政
府

草
案

の
同
趣
旨
條
文

に
つ
い
て
、
點

澤

(
英
文
書
)
前
掲
、

一
〇

二
頁

に
英
課
文
が
あ
る
◎

(
註

二
)

一
九
四
五
年
十
月

一
日
、
終
戦
直
後

の
内
閣

は
閣
議
了
解
と
し
て

「労

働
組
合

二
關

ス
ル
法
制
審
議
立
案

二
關

ス
ル
件
」

を
決
定
し
た
。
十
月

四
臼
に

「
政
治
的
、
市
民
的
及
び
宗
教
的
自
由

に
対
す
る

制
限
除
却
」

の
S
C
A
P
指

令
が
田

て
、
治
安
維
持
法
、
治
安
警
察
法
、
出
版
法
等

の

組
合
活
動

を
制
限
し
て

い
た
法
令
が
磨

止
さ
れ
、
ま
た
思
想
犯
や
組
含
運
動

干
係
者
で
入
獄
中

の
者
は
解
放

さ
れ

た
。
他
方

、
内

閣
の
更
迭
が
行

な
わ
れ
、
新
首
相
が
十
月
十

一
日

マ
ッ
ク
ア
ー
サ
ー
元
師
を
訪
問

し
た
と

こ
ろ
、
S
C
A
P
か
ら
人
權
確
保

の
た
め
五
大
改
革
を
要
求
さ
れ
た
。

そ

の
中

の

一
つ
が
労

働
保
護
政
策

で
,
労

働
組
合
結
成

の
促
進
が
表
明
さ
れ
た
。
政
府

は
十
月

二
十

七
日

に
労

務
法
制
審
議
委
員
會

(
官
塵
側
十

名
、
學
識
経
験
者
七
名
、
事
業
主
棚
六
名
、
計
三
十

四
名
)

を
設
置
し
、
労
働
組
合
法

の
立
案

に
當
ら
せ
た
。

(
註
三
)

使
用
者
側

の
委
員
か
ら
、
労
働
組
合

の
不
當
行
爲

に
つ
い
て
も
禁

止
を
規
定
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。

ク
ロ
ー
ズ
ド

・
シ
ヨ
ツ
プ

の
禁

止
に

關
す

る
も

の
と
し
て
論
議
さ
れ

た
が
、
結
局
探
擇
さ
れ

な
か
っ
た
。

(労
働
省
編

「
資
料

・
労
働
運
動

史
」
第

一
巻
、

〔
昭
和

二
〇
ー
二

一
年
〕

七
三
九
頁
、
参
照
)
。

、

一

(
註

四
)

労
働
委
員
會
は
三
者
構
成

で
、
そ
の
構
成
員

の
數

は
、
労
働
組
合
法
の
改
正

の
た
び
毎

に
変
化

し
た
。

一
九
五
二
年

政
正
法

に
よ
れ
ば
、
中
央

榮

働
委
員
會

は
各

側
七
人
つ

つ
で
あ
り
、
地
方
労
働

委
員
會
に

は
各

側
七
人
、
五
人
、

三
人
つ

つ
の
三
種
類

が
あ

る
。

(
註
五
)

日
本

の
労
働
組
合
法

の
立
法
目
的
を
英

譯
し
た
も

の
と
、
米
國

の
ワ
グ
ナ

1
法
の
立
法
目
的

の
原
文

と
の
樹
比
に

つ
い
て
は
、
菊
池

「
不
賞
労

働
行
爲
」

(末
弘
博

士
還
暦
記
念
論
丈
集
所
牧
)

一
〇
〇
頁
、
註
L
に
掲
げ

る
と

こ
ろ

を
参
照
。



(註
六
)

ワ
グ
ナ
ー
法
案

の
上
程
に
際

し
、
上
院
委
員
會

で
ワ
グ
ナ
ー
上
院
議
員

の
行

つ
た
謹
言
に
も

こ
の
趣
旨
が
明
ら
か
に
さ
わ

て

い
る
o

(
原
丈
は

菊
池
、

「
不
當
労
働
行
爲
」
、

(
末
弘
博

士
還
麿
記
念
論
文
集

所
牧
、
九
三
頁
、

註
1
参

照
)

昭
和
二
〇

二

九
四
五
)
年
十
二
月
制
定
の
労
働
組
合
法
は
、
昭
和
一二

(
一
九
囚
六
)
年
三
月

一
日
か
ら
施
行

さ
れ
、
中
労
委
も
同

日
附
で
発
令
さ
れ
た
が
、
各
縣
に
地
労
委
の
設
置
さ
れ
た
の
は
同
年
四
月
で
あ
る
。
同
法
第
十

一
條
の
不
利
益

取
扱
禁
止
違
反
事
件
に
つ

い
て
は
、
東
京
に
置
か
れ
た
中
労
委
に
管
轄
権
が
な
く
、
東
京
都
を
含
む
全
國
各
縣
に
置
か
れ
た
四
十
六
の
地
労
委
に
よ
つ
て
処
理
さ
れ

た
。

一
報
告
に
よ
れ
ば
、
改
正
前
の
労
組
法
第
十

一
條
、
勢
調
法
第
四
十
條
に
つ
い
て
、
昭
和
一
二

年
か
ら
同
二
三
年
ま
で
に
地
労
委
に

提
訴
さ
れ
た
も
の
二
〇
二
件
、
地
労
委
が
検
事
に
虚
罰
請
求

し
た
事
件
は
六
十
二
件
で
、
そ
の
う
ち
第

一
審

の
有
罪
剃
決
は
十

一
件
と
な

つ
て
い
る
。

,

一
九
四
九
年

の
改
正
法
は
六
月

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
、
第
七
條
の
不
當
労
働
行
爲
事
件
は
四
十
六
の
地
勞
委
だ
け

で
な
く
、
中
労
委
に

お

い
て
も
管
轄
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。

一
九
四
九
年
六
月
か
ら

一
九
五

一
年
三
月
ま
で
の
処
理
状
況

を
、
中
勞
委
か
ら
發
表
さ
れ
た
資

料
に
櫨
…つ
て
示
せ
ば
次
日の
如
く
で
あ
る
。

第

一
表

申

立

件

敷

年

度

別

一
一
九

四
九
年

-

一
九

五

〇

年

六
月

二
二
n月

件

数

四

一
六

一
九

五
〇
年

-

一
九
五

一
年

四
月

三
月

五
四
〇璽

一
九
五

一
年

ー

一
九

五

二
年

四
月

三
月

三

一
九

計
一
、

二
七

五



一
九
四
九
年

の
改
正
法
は
、
占
領
下
の
日
本
経
済

を
國
際
市
場
に
解
放
す
る
た
め
、
自
立
化
の
措
置
と
し
て
行
な
わ
れ
た
企
業
整
備
及

び
行
政
整
理
に
よ
る
大
量
解
雇
を
背
景
と
し
た
立
法
で
あ

つ
た
。
し
た
が
つ
て
不
當
解
雇
事
件

が
多
数

に
上
つ
た
の
で
あ
る
。

一
九
五
０

年

度
に
は
朝
鮮
事
件

の
勃
発
後

い
わ
ゆ
る

レ
ッ
ド

・
パ
ー
ジ
を
理
由
と
す
る
大
量
解
雇
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
う
ち
約

一
割
が
勢
委
え
不

當
労
働
行
爲

の
申
立
を
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
五

一
年
度
に
申
立
件
数
が
減
少
し
た
の
は
、
異
常
な
大
量
解
雇
の
影
響
か
ら
脆
し
た
普
通

の
状
態
を
示
す
も
の
と
見
ら
れ
る
。
叉

一
九
五

一
年
四
月
に
地
方
公
務
員
法
が
制
定
さ
れ
、
地
方
公
務
員
に
關
す
る
事
件
が
労
委
の
管
轄

外
と
な
つ
た
こ
と
も
申
立
件
数
減
少

の
一
つ
の
原
因
と
な
つ
て
い
る
。

不
當
解
雇
事
件

(
一
號
事
件
)
以
外

の
原
因
に
つ
い
て
は
、
團
体
交
渉
拒
否
事
件

(二
號
事
件
)
も
減
少
し
て

い
る
が
、
支
配
介
入
事

件

(三
號
事
件
)
は
増
加
し
て
い
る
o

第

二
表

支

配

介

入

(
三
號
)

事

件

藪

年

度

別

件

数

一
九

四
九
年

ー

一
九
五
〇
年

六
月

三
月

八

一

一
九

五
〇
年

1

一
九

五

一
年

四
月

三
月

九

八

一
九

五

一
年

ー

一
九

五

二
年

四
月

三

月

一

一
八

計

二
九
七

組
合
團
結
権

の
保
護
を
目
的
と
す
る
不
當
労
働
行
爲
制
度

の
意
義
が
、
こ
の
三
號
事
件
に
最
も
直
接
に
現
わ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
云
え

ば

、

こ
の
制
度

の
機
能
を
爽
揮
し
て
き
た
も

の
と
も
見
ら
れ
る
。

實
際
に
は
、

日
本
産
業
の
特
殊
事
惰
と
し
て
中
小
企
業
が
多
数
で
あ

り

、
こ
れ
ら
の
事
業
場
に
お
い
て
組
合
に
対
す
る

支
配
介
入
事
件
が
増
加
し
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

不
當
労
働
行
爲
事
件
の
処
理

に
つ
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
審
査
に
要
す
る
日
数
が
非
常
に
長

い
こ
と
で
、

一
九
四
九
年
の
平

げ

均
は
六
十

一
日
、

一
九
五
〇
年
は
百
三
十

一
日
、

デ
九
五

一
年
は
百
六
十
六
日
と
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。
」勢
委
が
事
件
を
判
定
的
に
解
決



す

る
よ
り
も
、
和
解
、
-取
下
げ
な
ど
の
妥
協
的
解
決

の
多
い
こ
と
も
問
題
と
さ
れ
で

い(膿
町

一
九
四
九
年
六
月
か
ら

一
九
五
二
年
三
月
ま

で
に
、
初
審
の
命
令
に
対
す
る

不
服
申
立
は
、
行
政
訴
訟
に
よ
る
も
の

(
一
五
件
)
よ
り
も
、
中
労
委
の
再
審
査

に
よ
る
も

の

(
一
一
七

井
)
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
期
間
に
お
い
て
、
労
委
の
行
な
つ
た
救
濟
命
令
は
七
七
件
で
、
全
処
理
件
藪

⑳
僅
か
に
七
%
に
當

る
。日

本
の
不
當
労
働
行
爲
制
度
を
考
察
す
る
に
は
、
急
激
に
發
達
し
た
労
働
組
合
運
動

の
實
態
を
看
過
し
て
は
な
ら
な

い
。
太
平
洋
戦
争

の
間
に

一
切
の
労
働
組
合
が
解
消
し
て
、
労
使

一
体
的

「
産
業
報
國
會
」
と

い
う
團
体
に
組
織
化
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
團
体
が
.一
九
四
五

年
九
月
末
に
解
散
し
た
當
時
、
僅
か
に

一
、
〇
七
七
名
の
組
合
員
を
持

つ
二
労
働
組
合
が
復
活
し
た
。
し
か
る
に
昭
和
二
〇

(
一
九
四
五
)

年
勢
組
法
の
公
布
さ
れ
た
十
二
月
末
に
は
、
五
〇
九
組
合
、
」二
八
五
、
六
七
七
人
、
全
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
二
一

(
一
九
四
六
)
年
三

月

末
に
は
、
六
、
五
三
八
組
合
、
二
、
五
六
八
、
五

二
二
人
と
急
増
し
、
昭
和
二
四

二

九
四
九
V
年
改
正
労
組
法
案

の
確
定
し
た
全
年

三
月
末
に
は
、
三
六
、
四
八
二
組
合
、
六
、
九
〇
九
、
五
四
三
人
に
達
し
た
。

「産
報
」
か
ら
労
組
え
の
こ
の
よ
う
な
急
激
な
切
替
に
は
、

昭
和
二
〇

(
一
九
四
五
)
年
労
組
法
第
二
條
の
自
主
的
労
働
組
合
の
定
義
や
、
全
第
五
條
の
資
格
審
査
規
定
も
重
要
な
意
義
を
持

つ
て
い

た
。
組
合
運
動

に
不
馴
れ
な
使
用
者
の
干
渉
や
壓
迫
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
團
結
権
保
障
の
た
め
の
不
利
益

取
扱
禁

止
や
不
當
労
働
行
爲

制
度
が
必
要
で
あ
つ
た
。
そ
れ
と
共
に
、
労
使
関
係

に
お

い
て
産
業
民
主
主
義
が
ま
だ
獲
達
し
て
い
な
い
の
で
、
不
當
労
働
行
爲
の
運
用

も
効
果
的
に
行
な
わ
れ
が
た
い
面
が
あ
る
。

不
當
労
働

行
爲
制
度
を
、
日
米
立
法
に
つ
い
て
比
較
す
る
場
合
、
先
づ
憲
法
上
の
問
題
が
立
法
政
策
の
相
異

に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
米
國
法
の
根
本
に
あ
る
取
引
に
お
け
る
不
正
競
争
の
思
想
が
日
本
法
に
は
明
確
で
な
く
、
む
し
ろ
團
結
権
保
護
の
た
め
使
用
者

の
不
利

盆
取
扱
を
禁
止
す
る
取
締
制
裁
の
思
想
が
強
や
淺

っ
て
い
る
。
こ
の
制
度
の
特
色
は
行
政
機
關
に
よ
る
準
司
法
的
機
能
で
あ
る
が
・
日
本



の
労
働
委
員
會
は
米
國
の
N
L
R
B

と
根
本
的
に
そ
の
組
織
を
異
に
し
て
居
る
。
薯
件
虚
理
の
能
率
を
挙
げ
信
頼

を
高
め
る
た
め
に
は
、

米
國
法
の
制
度
を
研
究
し
て
、
日
本

の
實
情
に
適
當
す
る
よ
う
な
改
正
を
こ
の
制
度
に
加
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ

ろ
う
。

ち
な
み
に
、

「結
社
の
自
由
及
び
團
結
権
の
擁
護
に
関
す
る
條
約
」
は
、
近
く
わ
が
國
會
に
提
案
さ
れ
て
加
入
す

る
用
意

が
で
き
た
と

(註
五
)

傅

え
ら

れ

て

い

る
。

(
註

一
)

賀
來
才

二
鮒

(
前
労
働
省
労
政
局
長
)

「
改
正
労
働
組
合
法
の
詳
解
」
、

中
央
労
働
學
園
版
、
昭
和

二
四
年
五
月
、

一
一
ー
二
頁
参
照
。
但

し

正
確

な
資
料
は
ま
だ
爽
表
さ
れ
て
い
な

い
o

(
註

二
)

中
労

委

の
資
料

に
つ
い
て
、

「
労
働
委
員
會
年
報
」
蔵

一
九
五

二
年
九
月
、
参

照
o

(
註

三
)

こ
れ
ら

の
鮎

に

つ
い
て
、
申
労
委

の
賓
料
を
研
究

し
た
次
の
論
丈
が
記
し
て
い
る
。

大
野
雄

二
郎

(
中
労
委
、
審
査
第

二
誤
長
)
、

「
労
働
委
員
會

に
お
け
ろ
不
當
労
働

行
爲
制
度
の
現
實
分
析
」
、

比
較
労
働

法
研
究
會
、

一
九

五
　

二
年

研
究
報
告
第

回
號
、

一
五
-

六
頁
参
照
。

(
註
四
)

こ
の
問
題
を
研
究

し
た
次

の
論
丈
が
あ

る
〇

三
藤

正

(
中
労
委
、
第
二
部
長
)

、

「
不
當
労
働
行
爲
事
件
に
お
け

る
取
下
と
和
解
」
、
法
律

時
報
、

二
二
巻

五
號
。

(
註
五
)

本
條
約
と
、

「
工
業

及
び
商
業

に
お
け
る
労
働
監
督

に
關

す
る
條
約
」
、

「職

業
安
定
事
業

の
組
織

に
關

す
る
條
約
」

の
三
條
約
は
、

一
九

五

一
年
に
日
本

が
I
L
O

に
復
帰

し
た
際
、

い
わ
ゆ
る
記

念
批
准

(
t
o
k
e
n
 
 
r
a
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n

)

と
し
て
要
望
さ
れ
て

い
た
も

の
で
あ
る
o
そ
の
後
わ

が
國
で
は
労
使
公
益

、
三
者
構
成

の
國
際
労

働
條

約
検
討
委
員
會

で
審

議

の
結
果
、

一
九
五

二
年

に
政
府

え
批
准

を
建
議

し
て
居
り

、
、他
方
、
同

年

の
第
十

三
國
會

に
お
い
て
、
、

「
國
際
第
働
條
約
批
准
促
進
に
關
す

る
決
議
」

が
、
各
派
共
同
提
案
で
衆
、
参

爾
議
院

を
通
過
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

(
朝
日
新
聞
、

一
九

五
三
年

二
月

二
二
日
、
砒
説
、

「
國
際
労

働
條
紺
加
入

の
意
義
」
参
照
)



附
記

本
稿

は
、
日
本
學
術
會
議

、

第

二
部
發
行

の
英
文
紀
要

(
J
a
p
a
n
 
A
n
n
u
a
l

)
第

二
號
に
寄
稿

し
た
"
 
 
F
r
e
e
d
o
m
 
o
f
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
a
n
d

U
n
f
a
i
r
 
L
a
b
o
r
 
P
r
a
c
t
i
c
e
"

の
日
本
文
原
稿

の
う
ち
、
わ
が
現
行
法
規

の
解
説

の
部
分

(
第

四
節
、
第

五
節
)
を
省

略
し
た
も

の

(
第
六
節

を

本
稿

で
は
第
四
節

と
し
た
)
で
、
本
文

及
び
註

に
お

い
て
多
少

の
補
筆
や
追
加
を
行

つ
た
。
二

九
五
三
年

三
月

日
○
貝
)


